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申
告
の
相
談
は

　
　
　
　
市
役
所
へ

市
民
税

　
　
都
民
税（
住
民
税
）

　
市
民
税
・
都
民
税
（
住
民
税
）
の
申
告

相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
住
民
税

は
、
前
年
（
令
和
３
年
１
月
１
日
〜
１２
月

３１
日
）
の
所
得
を
も
と
に
、
令
和
４
年
１

月
１
日
現
在
に
居
住
す
る
市
区
町
村
で
課

税
さ
れ
る
税
金
で
、
所
得
税
と
は
異
な
り

ま
す
。

日　
程　
▽
２
月
１５
日
ま
で
の
平
日　
午

前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時　
税
務
課
（
市

役
所
２
階
）

▽
２
月
１６
日
〜
３
月
１５
日
ま
で
の
平
日　

午
前
９
時
〜
１１
時
３０
分
、
午
後
１
時
〜
４

時　
市
役
所
２
階
２
０
１
会
議
室

※
提
出
の
み
の
場
合
は
、
問
合
せ
先
へ
送

付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
東
部
・
西
部
出
張
所
、
動
く
市
役
所
で

は
、
作
成
済
み
の
申
告
書
の
み
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

持
ち
物　
昨
年
の
収
入
が
わ
か
る
書
類

（
源
泉
徴
収
票
な
ど
）、
控
除
を
受
け
る

た
め
の
書
類
（
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険

料
・
国
民
年
金
な
ど
の
控
除
証
明
書
、
医

療
費
の
明
細
書
、
障
害
者
手
帳
な
ど
）、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
確
認
書
類

▪
住
民
税
申
告
の
た
め
の
土
曜
臨
時
窓
口

と　
き　
２
月
１９
日
・
２６
日
の
土
曜
日　

午
前
９
時
〜
１１
時
３０
分

と
こ
ろ　
市
役
所
２
階
２
０
１
会
議
室

※
土
曜
日
の
取
り
扱
い
は
、
こ
の
２
日
間

の
み
で
す
。

※
確
定
申
告
の
ご
相
談
は
、
東
村
山
税
務

署
へ
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　
税
務
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９
５

２
２
・
９
５
２
３

医
療
費
控
除
対
象
の

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

　
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
は
、
確
定

申
告
の
際
に
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
（
左
表
参
照
）。

　
医
療
費
控
除
の
申
告
に
は
、
医
療
費
控

除
の
明
細
書
の
添
付
が
必
要
で
す
。
ま

た
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
や
保
険
か
ら

の
払
い
戻
し
な
ど
、
利
用
料
の
補ほ

填て
ん

が
あ

る
場
合
は
、
支
払
っ
た
金
額
か
ら
補
填
さ

れ
る
額
を
差
し
引
い
て
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。

　
介
護
保
険
料
は
、
社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
と
な
り
ま
す
が
、
年
金
か
ら
保
険
料

を
天
引
き
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
保
険
料

を
支
払
っ
て
い
る
の
は
年
金
受
給
者
の
た

め
、
そ
の
親
族
な
ど
が
社
会
保
険
料
控
除

と
し
て
申
告
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
利
用
料
に
つ
い
て
は
、
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
施
設
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
所
得
税
と
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申

告
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
合
せ　
東
村
山
税
務
署
☎
０４２
（
３
９

４
）
６
８
１
１

▪
確
定
申
告
書
作
成
の
相
談
受
付

と　
き　
３
月
１５
日
ま
で
の
月
曜
〜
金
曜

日
（
２
月
１１
日
・
２３
日
は
除
く
）　
午
前

８
時
３０
分
〜
午
後
４
時

※
提
出
は
午
後
５
時
ま
で
。

と
こ
ろ　
東
村
山
税
務
署

※
入
場
整
理
券
が
必
要
で
す
。
入
場
整
理

券
は
、
当
日
、
会
場
で
配
付
す
る
ほ
か
、

無
料
通
話
ア
プ
リ
Ｌラ

イ

ン

Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
事
前
に
入

手
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。
入
場
整
理
券
の
配
付
状

況
に
よ
り
、
受
け
付
け
を
早
め
に
締
め
切

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
２
月
２０
日
・
２７
日
の
日
曜
日
に
限
り
、

所
得
税
、
復
興
特
別
所
得
税
、
個
人
消
費

税
、
贈
与
税
の
確
定
申
告
相
談
と
申
告
書

の
提
出
を
受
け
付
け
ま
す
。
な
お
、
当
日

は
国
税
の
領
収
、
納
税
証
明
書
の
発
行
、

電
話
で
の
相
談
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
令
和
３
年
分
の
申
告
と
納
税
の
期
限

は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
自
宅
で

申
告
書
が
作
成
で
き
、
ｅイ

ー

タ

ッ

ク

ス

︱
Ｔ
ａ
ｘ
（
電

子
申
告
）
で
デ
ー
タ
を
提
出
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

H
検
索　
国
税
庁

問
合
せ　
東
村
山
税
務
署
（
〒
１８９
︱
８
５

５
５　
東
村
山
市
本
町
１
︱
２０
︱
２２
）
☎

０４２
（
３
９
４
）
６
８
１
１

こ
だ
い
ら
創
業
セ
ミ
ナ
ー

▪
超
入
門　
創
業
期
に
活
用
し
た
い
Ｗ　

ウ
 
ェ
　ｅ

ｂブ

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

　
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
基
礎
か
ら
創
業
期

に
有
効
な
Ｗ
ｅ
ｂ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
手

法
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

と　
き　
２
月
２４
日
（
木
）　
午
後
７
時

〜
９
時

対　
象　
創
業
を
予
定
し
て
い
る
、
ま
た

は
創
業
し
た
ば
か
り
の
方

定　
員　
２０
人

▪
事
業
計
画
に
活
か
す
店
舗
・
事
務
所
の

探
し
方
と
オ
ン
ラ
イ
ン
空
き
店
舗
ツ
ア
ー

　
オ
ン
ラ
イ
ン
で
、
物
件
探
し
や
店
舗
・

事
務
所
物
件
の
活
用
方
法
の
説
明
と
、
小

平
市
内
な
ど
の
空
き
店
舗
や
事
務
所
物
件

を
紹
介
し
ま
す
。

と　
き　
３
月
５
日
（
土
）　
午
後
１
時

〜
３
時

対　
象　
創
業
を
予
定
し
て
い
る
、
ま
た

は
創
業
し
た
ば
か
り
の
方

定　
員　
２０
人︱

︱
共　
通
︱
︱

※
セ
ミ
ナ
ー
は
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム

（
ズ
ー
ム
）
で
行
い
ま
す
。

申
込
み　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
か
ら
は
、
左
図
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ア

ク
セ
ス
）へ（
先
着
順
）

問
合
せ　
産
業
振
興
課

☎
０４２
（
３
４
６
）
９
５

３
４

一
般
社
団
法
人

こ
だ
い
ら

観
光
ま
ち
づ
く
り
協
会

職
員
を
募
集

令
和
４
年
４
月
採
用

採
用
人
数　
１
人

内　
容　
小
平
の
魅
力
発
信
の
企
画
・
実

施
、
広
報
、
経
理
事
務
な
ど
（
週
５
日
勤

務
）

募
集
要
項
・
申
込
書
の
配
布　
２
月
７
日

（
月
）
か
ら
１８
日
（
金
）
ま
で
、
問
合
せ

先
で
配
布

申
込
み　
２
月
７
日
（
月
）
か
ら
２１
日

（
月
）
ま
で
に
、
申
込
書
（
縦
４
㌢
㍍
×

横
３
㌢
㍍
の
写
真
を
貼
っ
た
も
の
）、
返

信
用
封
筒
（
本
人
の
宛
名
を
記
入
し
、
８４

円
切
手
を
貼
っ
た
も
の
）
を
問
合
せ
先
へ

持
参

問
合
せ　
こ
だ
い
ら
観
光
ま
ち
づ
く
り
協

会
☎
０４２
（
３
１
２
）
３
９
５
４

リ
サ
イ
ク
ル
き
ゃ
ら
ば
ん

陶
磁
器
食
器
や

　
　
未
利
用
食
品

　
　
　
　
な
ど
の
回
収

と　
き　
２
月
１５
日
（
火
）　
午
後
１
時

３０
分
〜
３
時
３０
分　
雨
天
決
行

と
こ
ろ　
い
な
げ
や
小
平
小
川
橋
店
（
小

川
町
１
︱
４３２
︱
１
）

※
車
で
持
ち
込
め
ま
す
。

内　
容　
▽
陶
磁
器
食
器
の
回
収
…
茶
わ

ん
、
皿
（
割
れ
た
も
の
も
可
、
汚
れ
た
も

の
は
、
洗
っ
て
く
だ
さ
い
。
食
器
以
外
は

不
可
。包
装
紙
は
お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
）

▽
小
型
家
電
の
回
収
…
携
帯
電
話
、
卓
上

計
算
機
、
Ａ
Ｃ
ア
ダ
プ
タ
ー
ほ
か

▽
廃
食
油
の
回
収
…
未
使
用
可
、
ラ
ー
ド

や
バ
タ
ー
な
ど
の
動
物
性
油
不
可
、
食
用

以
外
の
油
不
可

※
現
地
で
回
収
タ
ン
ク
に
入
れ
て
、
容
器

は
お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。

▽
フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
（
未
利
用
食
品
の
回

収
）
…
米
、
缶
詰
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
・
レ

ト
ル
ト
食
品
、
パ
ス
タ
な
ど
の
乾
物
、
コ

ー
ヒ
ー
、
調
味
料
ほ
か
（
未
開
封
で
包
装

や
外
装
が
破
損
し
て
い
な
い
も
の
、
賞
味

期
限
が
一
か
月
以
上
先
の
も
の
）

※
生
鮮
食
品
や
瓶
詰
め
食
品
は
不
可
。

▽
紙
パ
ッ
ク
の
回
収

▽
雑
貨
交
換
…
ま
だ
使
え
る
お
も
ち
ゃ
、

ぬ
い
ぐ
る
み
（
３０
㌢
㍍
以
内
）、
育
児
用

品
を
ポ
ケ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
や
菓
子
と
の

交
換

※
い
ず
れ
も
事
業
系
の
も
の
、
粗
大
ご
み

は
不
可
。
回
収
で
き
な
い
も
の
は
、
お
持

　
平
櫛
田
中
彫
刻
美
術
館
、
玉
川
上
水
、

柴
山
ガ
ー
デ
ン
、
粕
谷
邸
、
中
央
公
園
な

ど
約
４
㌔
㍍
を
歩
き
ま
す
。

と　
き　
２
月
２６
日
（
土
）　
雨
天
決
行

集　
合　
午
前
９
時
３０
分
、
西
武
線
一
橋

学
園
駅
北
口

※
解
散
は
午
後
１
時
ご
ろ
、
西
武
線
鷹
の

台
駅
。

費　
用　
９
百
円

定　
員　
１５
人

申
込
み　
２
月
７
日
（
月
）
か
ら
、
小
平

市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
へ
（
電
話
・

電
子
メ
ー
ル
可
、
先
着
順
）
☎
０４２
（
３
４

４
）
２
１
２
０
、
Aksc-apply@outl

ook.jp

▪
学
習
教
室　
受
講
生
を
募
集

と
こ
ろ　
小
平
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ

ー
学
習
室
（
福
祉
会
館
前
）
ほ
か

※
費
用
や
条
件
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
み　
小
平
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ

ー
（
〒
１８７
︱
０
０
３
１　
小
川
東
町
４
︱

２
︱
１
）
へ
（
電
話
・
電
子
メ
ー
ル
可
、

先
着
順
）
☎
０４２
（
３
４
４
）
２
１
２
０
、

Akodaira@sjc.ne.jp

ち
帰
り
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
資
源
循
環
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
３
５

実
行
委
員
を
募
集

灯
り
ま
つ
り

　
夏
に
開
催
す
る
小
平
グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド

灯
り
ま
つ
り
の
企
画
や
準
備
、
当
日
の
会

場
運
営
な
ど
を
す
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

対　
象　
月
１
・
２
回
の
会
議
、
準
備
作

業
、
８
月
６
日
（
土
）
に
予
定
し
て
い
る

灯
り
ま
つ
り
に
参
加
で
き
る
団
体
ま
た
は

個
人

※
会
議
は
お
お
む
ね
月
曜
ま
た
は
火
曜
日

の
午
前
に
開
催
し
ま
す
。

申
込
み　
２
月
１４
日
（
月
）
ま
で
に
、
産

業
振
興
課
へ
☎
０４２
（
３
４
６
）
９
５
８
１

ふ
し
ぎ
な
国
の

　
　
お
か
し
の
い
え

春
の
演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
プ

▪
め
ざ
せ　
み
つ
ぼ
し
パ
テ
ィ
シ
エ
ー
ル

　
障
が
い
の
あ
る
子
も
な
い
子
も
参
加
で

き
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
す
。
大
学
生
と

一
緒
に
、
演
劇
仕
立
て
で
学
校
内
を
冒
険

し
ま
す
。

と　
き　
３
月
５
日
（
土
）・６
日
（
日
）

　
午
後
２
時
〜
４
時

※
各
回
、
同
じ
内
容
で
す
。

と
こ
ろ　
白
梅
学
園
大
学

対　
象　
市
内
在
住
の
特
別
支
援
学
校
、

特
別
支
援
学
級
、
特
別
支
援
教
室
、
通
級

指
導
学
級
ま
た
は
通
常
学
級
に
通
う
小
学

生※
障
が
い
の
種
別
は
問
い
ま
せ
ん
。
車
い

す
の
方
は
、
申
込
み
の
際
に
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。

定　
員　
１５
人

主　
催　
白
梅
学
園
大
学
、
小
平
市

申
込
み　
２
月
１８
日
（
金
）
ま
で
に
、
は

が
き
ま
た
は
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
お
子
さ

ん
の
住
所
、氏
名
、電
話
番
号
、学
校
名
、

学
年
（
特
別
支
援
学
級
・
教
室
の
場
合
は

学
級
名
）、
通
級
の
場
合
は
通
級
先
を
記

入
の
う
え
、
白
梅
学
園
大
学
小
平
市
連
携

療
育
事
業
事
務
局
（
〒
１８７
︱
８
５
７
０　

小
川
町
１
︱
８
３
０
）
へ
（
申
込
み
多
数

の
場
合
は
抽
選
し
、
結
果
を
全
員
に
連

絡
）
V

０４２
（
３
４
６
）
５
６
５
２

問
合
せ　
障
が
い
者
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
４
０

か
が
く
あ
そ
び

お
と
で
あ
そ
ぼ
う

オ
ン
ラ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト

　
紙
コ
ッ
プ
や
糸
な
ど
、
身
近
な
も
の
を

使
っ
て
音
の
伝
わ
り
方
を
観
察
し
ま
す
。

材
料
の
組
み
合
わ
せ
を
変
え
た
り
、
顔
を

つ
け
て
動
物
に
し
た
り
、
自
分
だ
け
の
音

が
出
る
お
も
ち
ゃ
を
作
り
ま
し
ょ
う
。
併

せ
て
関
連
図
書
を
紹
介
し
ま
す
。
イ
ベ
ン

ト
は
、テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム（
ズ
ー
ム
）

で
行
い
ま
す
。

と　
き　
３
月
３
日
（
木
）　
午
後
４
時

〜
４
時
４５
分

対　
象　
４
歳
〜
小
学
１
年
生
と
そ
の
保

護
者

定　
員　
２０
組

申
込
み　
２
月
５
日
（
土
）
の
午
前
１０
時

か
ら
２１
日
（
月
）
の
午
後
３
時
ま
で
に
、

東
京
電
子
自
治
体
共
同
運
営
サ
ー
ビ
ス
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら

は
３
面
左
上
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取
っ

て
ア
ク
セ
ス
）
へ
（
先
着
順
）

問
合
せ　
中
央
図
書
館
☎
０４２
（
３
４
５
）

１
２
４
６

小
平
市
文
化
協
会

▪
小
平
市
書
道
連
盟　
幼
児
・
小
・
中
学

生
・
高
校
生
席
書
き
大
会

と　
き　
３
月
６
日
（
日
）　
午
前
９
時

３０
分
〜
１１
時
３０
分

※
入
場
は
午
前
１１
時
ま
で
。
授
賞
式
は
午

後
２
時
か
ら
。

と
こ
ろ　
福
祉
会
館
５
階
市
民
ホ
ー
ル

費　
用　
１
千
円

持
ち
物　
参
加
票（
申
込
み
時
に
配
付
）、

書
道
用
具
一
式
（
長
め
の
下
敷
き
）、
新

聞
紙
、
墨
拭
用
タ
オ
ル
ま
た
は
テ
ィ
ッ
シ

ュ
ペ
ー
パ
ー
、
ビ
ニ
ー
ル
袋

※
用
紙
３
枚
（
１９
㌢
㍍
×
６８
㌢
㍍
）
は
、

会
場
で
配
付
。

申
込
み　
２
月
２０
日
（
日
）
の
午
前
９
時

３０
分
か
ら
１１
時
３０
分
ま
で
に
、
費
用
を
添

え
て
中
央
公
民
館
講
座
室
２
へ

※
課
題
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
小
平
市
書
道
連
盟
・
前
田
☎
０４２

（
３
４
５
）
０
６
４
０

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

▪
パ
ソ
コ
ン
教
室

▽
２
月
中
旬
〜
３
月
の
募
集

コ
ー
ス　
自
由
コ
ー
ス
（
受
講
内
容
は
自

由
に
選
べ
る
個
人
授
業
方
式
）

と
こ
ろ　
小
平
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ

ー対　
象　
中
学
生
以
上

※
詳
し
く
は
、
公
共
施
設
な
ど
に
あ
る
募

集
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
込
み　
２
月
７
日
（
月
）
か
ら
、
は
が

き
に
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
コ
ー
ス

名
を
記
入
の
う
え
、
小
平
市
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
（
〒
１８７
︱
０
０
３
１　
小
川

東
町
４
︱
２
︱
１
）
へ
（
電
話
・
電
子
メ

ー
ル
可
）
☎
０４２
（
３
４
４
）
２
１
２
０
、

Aksc-apply@outlook.jp

▪
シ
ル
バ
ー
ガ
イ
ド

▽
市
内
・
玉
川
上
水
周
辺
で
観
梅
を
楽
し

む

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、子育て世帯を支援するため
の給付金の申請を受け付けています。詳しくは、小平市ホームページを
ご覧いただくか、お問い合わせください。

スマートフォンをお持ちでない方や、操作に不慣れな
方が、楽しみながらスマートフォンや各種アプリの活
用を体験できる、教室形式の体験会です。

対　象　平成１5年４月２日から令和４年３月３１日までに生まれた児童
の保護者
支給額　児童１人当たり１０万円
申請が必要な方　
▷高校生の児童のみを養育している
▷児童手当が所属庁から支給されている公務員
▷未申請や申請遅延などにより、令和３年９月分の児童手当の受給者で
はないが、９月３０日時点で支給対象児童を養育している
※所得制限があります。詳しくは、小平市ホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください。
※申請が必要な方には、申請書などを送付しています。
※令和４年２月１日から３月３１日までに生まれた児童分の申請期限
は、別に設ける予定です。決まりしだい、小平市ホームページでお知ら
せします。

◆子育て世帯への臨時特別給付金

◆子育て世帯生活支援特別給付金

日　程　▷３月４日（金）　午後１時〜４時　小川公民館、
▷３月１８日（金）　午前９時〜正午、午後１時〜４時　大沼公民館
対　象　市内在住の６０歳以上で、スマートフォンをお持ちでない、ま
たは使い慣れていない方
主　催　東京都デジタルサービス局戦略部
申込み　各開催日の一週間前までに、電話またはファクシミリで希望日
時と会場、氏名（フリガナ）、年代、性別、電話番号、お住まいの市区
町村、スマートフォンを持っているか・持っていないかを明記し、問合
せ先へ
問合せ　スマートフォン普及啓発事業事務局☎０３（３８０4）３３８１、FAX
０３（３８０4）３３７０（平日午前９時〜午後５時）

対　象　新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したひとり親世
帯またはひとり親世帯以外の世帯
※ひとり親世帯とひとり親世帯以外の世帯で申請手続や支給要件などが
異なります。詳しくは、小平市ホームページをご覧いただくか、お問い
合わせください。
支給額　児童１人当たり５万円

申込み　２月２８日（月）まで（消印有効）に、申請書を問合せ先へ
問合せ　子育て支援課（〒１８７−８７０１　小平市役所）☎０4２（３１２）１２
９３（子育て支援課給付金専用）

ー共　通ー

２月28日（月）まで
給付金の申請はお早めに

高齢者向け
スマートフォン体験会

持続可能な開発目標（Ｓ
エ ス デ ィ ー ジ ー ズ  

ＤＧｓ）と省エネについて、一般社団法人環境
パートナーシップ会議副代表理事の星野智子さんから学びます。
ＳＤＧｓの達成に向けた事例について映像を交えて紹介し、地球温暖化
を防ぐための省エネ活動を参加者同士で共有して、ＳＤＧｓへの理解を
深めます。
と　き　２月２６日（土）　午後２時〜４時　
ところ　①福祉会館第１集会室、②テレビ会議システム（ズーム）
対　象　市内在住・在勤・在学の方
定　員　①３０人、②１０人
申込み　２月７日（月）から２4日（木）までに、住所、氏名、電話番号、
参加方法（①・②）を問合せ先へ（電話・電子メール可、先着順）
※②で参加する場合は、電子メールで申し込んでください。
問合せ　環境政策課☎０4２（３4６）９８１８、Akankyoseisaku@city.kod
aira.lg.jp

環境学習講座

今日からできる
省エネとＳＤＧｓアクション

ちょっと教えて　市民税・都民税（住民税）

申告時のマイナンバー確認書類

市役所や税務署に申告をする際は、次の①または②の書類をお持ちください。

市役所で確定申告書を提出する場合は、上記確認書類の写しを添付してください。

または

番号確認書類
通知カード

など

身元確認書類
健康保険証
運転免許証

など

＋
②

マイナンバーカード①

皆さんから寄せられる質問とその回答についてまとめました。
質問 回答

昨年、小平市に転入しました。
今年の住民税はどこへ申告すれ
ばよいのでしょうか。

小平市へ申告してください。住民税は、
今年の １月 １日に住んでいた市区町村が
課税することになっています。なお、今
年の １月 ２日以降に転入した方は、前住
所地に申告してください。

昨年中は収入がありませんでし
た。申告の必要はありますか。

申告が必要です。申告書は国民健康保険
税などの算出の資料となります。また、
申告がない場合、都営住宅の収入報告な
どに添付する非課税証明書の発行ができ
ません。

扶養に入れる給与収入の範囲を
教えてください。

年間の給与収入が１０３万円（所得に換算
すると４８万円）以内であれば税法上の扶
養に入ることはできます（この場合所得
税は課税されませんが、住民税は１００万
円を超えると課税される場合がありま
す。）。給与以外の所得がある方は、合計
所得金額が４８万円以下であれば扶養に入
ることができます。
勤務先の健康保険の扶養に入れる基準に
ついては勤務先にお問い合わせくださ
い。

単身赴任の夫の扶養となってい
ますが、住民税の申告は必要で
すか。

申告が必要です。単身赴任で市外に住ん
でいる方の給与支払報告書などは小平市
へ送られてこないため、扶養に入ってい
ることを確認できません。お手数です
が、住民税の申告書を提出してください。

４００万円以下の公的年金収入の
みですが、申告の必要はありま
すか。

確定申告は不要です。医療費控除など源
泉徴収票に記載されていない控除を申告
することで所得税が還付になる方は確定
申告をすることができます。
確定申告をしない方で、医療費控除など
の控除を追加で申告する場合は住民税の
申告書をご提出ください。

税務署に確定申告書を提出しま
したが、市役所への申告も必要
ですか。

必要ありません。税務署に確定申告書を
提出すると、申告書に記入された １月 １
日の住所地の市区町村にその資料が送ら
れます（ただし、上場株式等に係る配当
所得等について、所得税と異なる課税方
式を選択する場合は、別途住民税申告が
必要となることがあります。）。

医療費控除の対象となる介護サービス
対象となるサービス 対象となる金額

施　
設

指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
指定地域密着型介護老人福祉施設

サービス利用にかかる自己負担額（ １割、 ２割ま
たは ３割）と居住費・食費にかかる自己負担額の
合計の ２分の １

介護老人保健施設
指定介護療養型医療施設
介護医療院

サービス利用にかかる自己負担額（ １割、 ２割ま
たは ３割）と居住費・食費にかかる自己負担額

居
宅
サ
ー
ビ
ス

医
療
系

（介護予防）訪問看護
（介護予防）訪問リハビリテーション
（介護予防）居宅療養管理指導
（介護予防）通所リハビリテーション（デイ
ケア）
定期巡回・随時対応型訪問介護看護（一体型
事業所で訪問看護を利用する場合）
看護小規模多機能型居宅介護（医療系介護サ
ービスを含む組合せにより提供されるもの
（生活援助中心型の訪問介護の部分を除く））

サービス利用にかかる自己負担額（ １割、 ２割ま
たは ３割）
※通所リハビリテーションの食費も控除の対象と
なります。
※保険給付の支給限度額超過分（全額自己負担と
なった部分）も控除の対象となります。

（介護予防）短期入所療養介護(ショートス
テイ)

サービス利用にかかる自己負担額（ １割、 ２割ま
たは ３割）と滞在費・食費にかかる自己負担額

福
祉
系

（介護予防）訪問介護（生活援助中心型を除く）
※介護予防訪問介護は平成３０年 ３ 月末まで。
夜間対応型訪問介護
（介護予防）訪問入浴介護
（介護予防）通所介護（デイサービス）
※介護予防通所介護は平成３０年 ３ 月末まで。
地域密着型通所介護
※平成２８年 ４ 月 １ 日から。
（介護予防）認知症対応型通所介護
（介護予防）小規模多機能型居宅介護
（介護予防）短期入所生活介護（ショートステ
イ）
定期巡回・随時対応型訪問介護看護（一体型
事業所で訪問看護を利用しない場合と連携型
事業所に限る）
看護小規模多機能型居宅介護（医療系介護サー
ビスを含まない組合せにより提供されるもの
（生活援助中心型の訪問介護の部分を除く））
地域支援事業の訪問型サービス（生活援助中
心のサービスを除く）
地域支援事業の通所型サービス（生活援助中
心のサービスを除く）

サービス利用にかかる自己負担額（ １割、 ２割ま
たは ３割）
※居宅サービス計画（ケアプラン）または介護予
防サービス計画に基づいて、医療系介護サービス
と一緒に利用していることが前提です。
※保険給付の支給限度額超過分（全額自己負担と
なった部分）は控除の対象となりません。
※通所介護の食費、短期入所生活介護の滞在費・
食費は控除の対象となりません。

※上記にかかわらず、居宅サービスなどで介護福祉士などによるかくたん吸引などが行われた場合は、その
サービスに要する費用の自己負担額の１０分の １が医療費控除の対象です。
※居宅サービスは、領収書に「居宅サービス計画を作成した介護支援事業者名」（自ら居宅サービス計画を
作成した場合は、届出を受理した市区町村名）と「医療費控除の対象となる金額」の記載が必要です。

令和 ４年度　学習教室一覧表

教室名 と　き

補習（英語・数学） 中学生 月曜・木曜日 午後 ５時３０分〜 ８時
３０分

書道
児童（小・中学生） 水曜日 午後 ３時３０分〜 ５時
一般 ● 水曜日 午前１０時〜正午

英会話 日曜日 午前 ９時〜１０時３０分
絵画 ● 第 １・ ３土曜日 午後 １時〜 ４時
絵画 第 １・ ３日曜日 午後 １時〜 ３時

水彩画 第 ２・ ４木曜日 午後 １時３０分〜 ３時
３０分

フラワーアレンジメント 第 ２・ ４金曜日 午前１０時〜正午
染色（藍・紅型・草木染め） 第 １・ ３木曜日 午後 １時〜 ５時

囲碁 一般・児童（小・
中学生） 土曜日 午前１０時〜正午

詩吟 第 ２・ ４月曜日 午後 １時３０分〜 ３時
３０分

ウクレレ
第 １・ ３金曜日 午後 １時３０分〜 ３時
第 ２・ ４火曜日 午後 １時３０分〜 ３時

将棋（初級・中級・小中学生） ● 第 ２・ ４土曜日 午後 ２時〜 ３時３０分
パソコン教室 ○ コースにより設定

※上表の●は、ほのぼの館(小川西町 ５丁目アパート内)、○は小平元気村おがわ東内。

東
村
山
税
務
署

確
定
申
告
書
の

　
　
作
成
・
提
出


